
◎特別会計に関する法律 
（平成一九年三月三一日法律第二三号）   

一、提案理由（平成一九年二月二七日・衆議院財務金融委員会） 

○尾身国務大臣 ただいま議題となりました平成十九年度における財政運営のための公

債の発行の特例等に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び特別会計に

関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 最後に、特別会計に関する法律案について御説明申し上げます。 

 本法律案は、行政改革推進法を踏まえ、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる

取り扱いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示その他所要の

措置を講ずるものであります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、行政改革推進法において定められている特別会計の廃止及び統合をすべて盛

り込み、現行三十一ある特別会計を平成二十三年度までに十七とすることとしておりま

す。 

 第二に、剰余金の処理や借入金規定などの一般会計と異なる取り扱いを整理するため、

各特別会計法ごとに個々に定められていた会計手続を横断的に見直し、第一章総則に各

特別会計に共通する規定を定め、第二章各節に各特別会計ごとの目的、管理及び経理に

ついての規定を定めることとしております。 

 第三に、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を、企業会計の慣行を参

考として作成、開示することを法定化するなど、特別会計に係る情報開示を進めるため

の規定についても整備することとしております。 

 以上が、平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、

所得税法等の一部を改正する法律案及び特別会計に関する法律案の提案の理由及びその

内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一九年三月六日） 

○伊藤達也君 ただいま議題となりました各案につきまして、財務金融委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特別会計に関する法律案は、行政改革推進法を踏まえ、特別会計の廃止及び統

合、一般会計と異なる取り扱いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情

報の開示その他所要の措置を講ずるものであります。 

 以上の各案のうち、公債発行特例法案及び所得税法等改正案は去る二月二十日、特別

会計法案は二十二日当委員会に付託されました。二十七日各案について尾身財務大臣か

ら提案理由の説明を聴取し、二十八日から質疑に入り、三月二日質疑を終局いたしまし



た。次いで、順次採決いたしましたところ、各案はいずれも多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一九年三月二六日） 

○家西悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経

過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、行政改革推進法を踏まえ、現行三十一ある特別会計の廃止及び統合、一

般会計とは異なる取扱い規定の整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報

の開示等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、特別会計の統廃合の在り方、特別会計の事務事業の見直しの

必要性、特別会計における剰余金及び積立金の在り方、特別会計の財務情報の透明化に

向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年三月二三日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 特別会計については、これまで不要不急の事業の実施、多額の積立金・不用額・剰

余金の発生、予算と執行との乖離等の問題が指摘されてきたことを踏まえ、今後とも徹

底した歳出の削減に努めるとともに、特別会計の存続の必要性について、行政改革推進

法の趣旨に基づき、不断の見直しを行うこと。 

一 特別会計の事務事業の見直しに当たっては、各特別会計の設置目的と事業との関連

性、財源と事業との整合性等を不断に検証するとともに、その関連性や整合性が失われ

ている事業については、廃止・縮減を進めること。その際、事務事業の性質に応じた仕

分けを行い合理化・効率化を図るとともに、市場化テストの積極的な活用を行うこと。 

一 特別会計の情報開示については、財政全体としての総覧性を確保し、国民的視点に

立ってガバナンスを強化する観点から、一般会計、特別会計を通じた国全体の財政状況、

特別会計の仕組みや資金の流れ等について、分かりやすい資料を作成するなど、国民に

対する十分な説明責任を果たすこと。また、財務情報を開示するための書類については、

翌々年度予算の審議に活用できるよう国会への早期提出に努めること。 

  右決議する。 


